
第
七
　
本
会
々

員
ハ

図
書
縦
覧
所
ニ

就
キ
相
共
ニ

研
磨
修
養
ヲ

怠
ラ
ザ
ル

ベ

キ
コ

ト

第
八
　
本
会
々

員
ハ

無
益
ノ

勧
化
寄
進
ハ

断
ジ

テ
謝
絶
ス

ベ

シ

但
シ

公
共
慈
善
ノ

事
業
ト
認
ム

ル

時
ハ

団
体
ト
シ

テ
応
分
ノ

寄
進
助
力

ヲ

為
ス

ベ

キ
コ

ト

第
九
　
本
会
々

員
ハ

時
々

集
会
シ

テ
智
徳
ニ

関
ス

ル

通
俗
講
話
会
ヲ

開
キ
或

ハ

先
輩
ノ

士
ヲ

招
キ
有
益
ノ

講
演
ヲ

求
ム

ベ

キ
コ

ト

第
三
章
　
会

員

第
四
条
　
本
会
員
ハ

左
ノ

通
リ
区
別
ス

一

、

正
会
員

二
、

名
誉
会
員

第
五
条
　
正
会
員
ハ

十
五
歳
以
上
四
十
歳
以
下
ト
シ

之
レ

ヲ

左
ノ

三
部
ニ

分
ツ

一

　
壮
年
部
〔
三
十
六
歳
以
上
四
十
歳
以
下
〕

二

　
青
年
部
〔
二

十
一

歳
以
上
三
十
五
歳
以
下
〕

三
　
少
年
部
〔
十
五
歳
以
上
二

十
歳
以
下
〕

第
六
条
　
名
誉
会
員
ハ

正
会
員
ニ

シ

テ
満
期
退
会
シ

タ
ル

モ

ノ

及
ビ

特
ニ

本
会

ニ

対
シ

テ
特
別
助
力
セ

ラ
レ

本
会
長
ノ

推
薦
ニ

依
ル

氏
ヲ

以
テ
ス

第
七
条
　
山
王
町
在
住
者
ニ

シ

テ
正
会
員
ノ

資
格
ア
ル

モ

ノ
ハ

故
無
ク
入
会
ヲ

拒
ミ
又
ハ

退
会
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ズ

但
シ

役
員
会
決
議
ノ

上
至
当
ト
認
メ

タ
ル

以
上
ハ

此
ノ

限
リ
ニ

ア
ラ
ズ

第
四
章
　
役

員

第
八
条
　
本
会
ハ

左
ノ

役
員
ヲ

設
ク

一

、

会
長
一

名

二
、

副
会
長
一

名

三
、

幹
事
二

名

四
、

会
計
一

名

五
、

部
長
三
名

六
、

組
長
若
干
名

第
九
条
　
会
長
ハ

当
町
在
住
者
ヲ

以
テ
推
選
ス

第
十
条
　
副
会
長
幹
事
及
会
計
ハ

青
年
部
ニ

於
テ
相
互
選
挙
セ

シ

メ

組
長
ハ

各

組
ニ

於
テ
選
挙
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
十
一

条
　
部
長
ハ

各
部
ニ

於
テ
選
挙
ス

場
合
ニ

依
リ
正
副
二

名
ヲ

設
ク
ル

コ

ト
ア
ル

ベ

シ

第
十
二

条
　
役
員
ハ

総
テ
名
誉
職
ニ

シ

テ
当
選
者
ハ

正
当
ノ

事
由
ナ
ク
辞
任
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ズ

第
十
三
条
　
役
員
ノ

年
限
ハ

会
長
ヲ

除
ク
外
各
一

年
ニ

シ

テ
再
選
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
第
十
四
条
　
会
長
ハ

本
会
ノ

代
表
者
ニ

シ

テ
本
会
ニ

関
ス

ル
一

切
ノ

責
任
及
権

能
ヲ

有
ス

ル

モ

ノ

ト
シ

副
会
長
ハ

会
長
ヲ

補
佐
シ

会
長
代
理
ノ

資
格
ア
ル

モ

ノ

ト
ス

第
十
五
条
　
幹
事
及
ビ

会
計
ハ

会
長
ノ

命
ヲ

受
ケ
全
会
ノ

会
計
及
ビ

庶
務
ヲ

担

任
処
理
シ

各
々

其
責
ヲ

負
フ

モ

ノ

ト
ス
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第
十
六
条
　
部
長
ハ

各
部
一

切
ノ

責
任
ヲ

負
フ

モ

ノ
ニ

シ

テ
組
長
ハ

各
組
員
ノ

進
退
ヲ

管
督
シ
一

切
ノ

責
任
ヲ

帯
ブ
ル

モ

ノ

ト
ス

第
十
七
条
　
本
会
役
員
ハ

総
テ
議
決
権
ヲ

有
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
五
章
　
集

会

第
十
八
条
　
本
会
ハ

毎
年
一

月
定
期
総
会
ヲ

開
キ

庶
務
会
計
ノ

報
告
ヲ

行
ヒ

併

セ

テ
入
会
退
会
ノ

式
ヲ

行
フ

但
シ

会
長
ニ

於
テ
必
要
ヲ

認
ム

ル

カ

或
ハ

役
員
会
ノ

決
議
又
ハ

会
員
三
十

名
以
上
ノ

請
求
ア
ル

ト
キ
ハ

臨
時
総
会
ヲ

開
ク
コ

ト
ヲ

得

第
十
九
条
　
各
部
員
ハ

毎
月
必
ラ
ズ
一

定
ノ

日
集
会
シ

談
話
会
或
ハ

協
議
会
ヲ

開
催
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

但
シ

会
長
ニ

於
テ
必
要
ヲ

認
ム

ル

時
ハ

臨
時
会
ヲ

開
ク
コ

ト
ア
ル

ベ

シ

第
二

十
条
　
本
会
役
員
ハ

毎
月
一

回
役
員
会
ヲ

開
ク
モ

ノ

ト
ス

但
シ

会
長
ニ

於
テ
必
要
ヲ

認
ム

ル

カ

或
ハ

役
員
三
名
以
上
ノ

請
求
ア
ル

時

ハ

臨
時
会
ヲ

開
ク
コ

ト
ア
ル

ベ

シ

第
六
章
　
会

計

第
二

十
一

条
　
本
会
々

員
ハ

各
自
ノ

不
用
品
ヲ

持
参
シ

売
却
シ

以
テ
通
常
経
費

ニ

充
ツ

ル

モ

ノ

ト
ス

但
シ

場
合
ニ

依
リ
特
ニ

金
円
ヲ

徴
収
ス

ル

コ

ト
ア
ル

ベ

シ

第
二

十
二

条
　
通
常
経
費
ノ

剰
余
或
ハ

本
会
ニ

於
テ
経
営
ス

ル

事
業
ノ

益
金
ハ

総
テ
予
備
金
ニ

加
入
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
二

十
三
条
　
本
会
ニ

対
シ

金
員
或
ハ

物
品
ノ

寄
贈
ア
ル

時
ハ

受
理
シ

記
録
ニ

載
シ

テ
永
ク
芳
名
ヲ

紀
念
ス

但
シ

本
会
ハ

之
レ

ヲ

強
フ

ル

ガ
如
キ
行
為
ハ

断
ジ

テ
有
ル

ベ

カ
ラ
ズ

第
二

十
四
条
　
本
会
一

切
ノ

財
産
ハ

総
テ
会
長
之
レ

ガ
管
理
ノ

責
ニ

任
ズ

第
七
章
　
賞

罸

第
二

十
五
条
　
本
会
員
ニ

シ

テ
会
ノ

為
メ
ニ

尽
力
シ

或
ハ

模
範
タ
ル

可
キ
行
為

ア
ル

時
ハ

感
謝
状
或
ハ

金
品
ヲ

賞
与
シ

常
ニ

特
別
ノ

待
遇
ヲ

付
与
シ
一

般
会

員
ハ

尊
敬
ヲ

表
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
二

十
六
条
　
本
会
々

員
ニ

シ

テ
規
約
及
会
則
ヲ

無
視
シ

風
紀
ヲ

乱
シ

或
ハ

破

廉
耻
ノ

行
為
ア
ル

カ
又
ハ

国
法
ニ

触
レ

タ
ル

者
ハ

退
会
ヲ

命
ジ

同
時
ニ

一

切

ノ

社
交
ヲ

断
ツ
モ

ノ

ト
ス

但
シ

悔
悛
ノ

情
顕
著
ナ
ル

時
ハ

再
ビ

入
会
ヲ

許
ス

モ

ノ

ト
ス

第
八
章
　
付

則

第
二

十
七
条
　
本
会
則
ニ

対
シ

改
正
ノ

必
要
ア
ル

時
ハ

総
員
ノ

半
数
以
上
出
席

シ

尚
出
席
員
数
ノ

五
分
ノ

四
以
上
ノ

賛
成
者
ア
ル

ニ

非
ラ
ザ
レ

バ

変
更
ス

ル

事
ヲ

得
ズ

第
二

十
八
条
　
細
則
ハ

随
時
規
定
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

役
員
及
会
員
氏
名
〔
大
正
四
年
現
在
〕
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会

長
　
卯

木

雷
太
郎

副

会

長
　
中

川

良

猷

会

計
　
加

藤

彌

一

幹

事
　
小

出

留

吉

同

　
古

部

秀

吉

壮
年
部
長
　
高
橋

幸
右
衛
門

青
年
部
長
　
山

口

善

吉

青
年
組
長
　
清

田

吉

蔵

青
年
組
長
　
小

沢

善

吉

同

　
川

崎

文

治

同

　
小

出

兼

吉

同

　
石

井

春

吉

同

　

大

内

保
三
郎

少
年
部
長
　
高

橋

邦
之
助

同
副
部
長

武

藤

政

吉

壮
年
会
員

武

藤

作

蔵

大
久
保

源
次
郎

山

本

床

吉

石

井

初
五
郎

鈴

木

寅

吉

石

井

佐

吉

北

村

春

吉

金

子

熊
五
郎

今

村

文

蔵

海
老
沢

政
一

郎

青
年
会
員

石

井

七

蔵

鳥

海

万

吉

豊

原

由

蔵

露

木

伴

蔵

竹

内

国

吉

坂

田

豊

吉

亀

井

吉
之
助

小

川

伴
之
助

鈴

木

初
五
郎

関

本

藤

吉

西

山

光
太
郎

石

井

常

吉

小

川

柳

吉

有

藤

専
太
郎

鈴

木

伝

吉

鈴

木

栄
太
郎

小

川

源
次
郎

宮

代

与

吉

石

井

一

英

金

子

丑
五

郎

飯

田

菊
次
郎

古

部

金
太
郎

小

巻

広

吉

中

沢

浦

吉

小

島

万

吉

有

藤

与
喜
蔵

鈴

木

福

蔵

川

本

利

八

大
久
保

長

吉

中

沢

専

助

奥

野

文

蔵

佐

藤

鉄
太
郎

西
ケ
谷

竹

松

加

藤

慎
三
郎

中

沢

政

吉

坂

田

友
次
郎

遠

藤

常

吉

大

内

国

吉

林

梅

吉

中

沢

鉄

蔵

相

原

米

吉

小

巻

甚
太
郎

後

藤

喜
三
郎

小

島

三

吉

尾

上

昇

川

崎

八
五
郎
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浅

井

七

蔵

林

熊

吉

少
年
会
員

鈴

木

米

吉

柴

田

庄

吉

山

口

貞

治

石

井

春

吉

小

島

嘉
三
郎

小

島

六

蔵

川

村

清
太
郎

平

井

伊
三
郎

竹

内

梅
太
郎

東

出

国

吉

大

木

浦

吉

村

留

吉

斎

藤

米

吉

（「
地
方
改
良
会
書
類
」（
明
治
四
三
―
大
正
九
年
）
大
磯
町
役
場
蔵
）

二
二

〇

　

足
柄
上
郡
共

和

村

南
足
柄
村
視
察
事
項
大
要

今
般
本
県
下
ニ

於
テ
相
互
町
村
視
察
ヲ

実
行
セ

ラ
レ

当
職
其
視
察
員
ニ

選
定
致

サ
レ

去
ル

六
日
出
発
県
庁
指
定
ノ

足
柄
上
郡
共
和
村
及
南
足
柄
村
ノ

両
村
役
場

ニ

出
張
視
察
ヲ

為
シ

タ
ル

処
吏
員
及
ヒ

名
誉
職
諸
氏
ノ

共
同
一

致
能
ク
其
任
ニ

当
リ
村
長
助
役
ヲ

補
佐
シ

共
ニ

自
治
ヲ

講
究
シ
ツ
ヽ

ア
ル

ハ

実
ニ

感
服
ノ

外
ナ

ク
役
場
事
務
ノ
一

斑
ヲ

取
調
ヘ

タ
ル

処
事
務
整
理
ハ

行
届
キ
視
察
上
大
ニ

参
考

ト
シ

テ
利
ス

ル

処
有
之
候
間
取
調
事
項
御
参
考
ニ

供
候
ニ

付
御
覧
相
成
度
此
段

申
進
候
也

明
治
四
拾
四
年
八
月
拾
弐
日

　
大
磯
町
長
　
中
川
隣
之
輔

町
会
議
員

　
殿

足
柄
上
郡
南
足
柄
村
視
察
事
項
概
要

一

　
位
置

一

　
沿
革

一

　
広
袤

一

　

区
画

一

　
役
場
吏
員

一

　
人
情
風
俗

一

　
議
員
選
挙

一

　
土
地

一

　
産
業
概
況

一

　
納
税

一

　

事
務
整
理
ノ

状
況

一

　

村
有
財
産
増
殖
及
保
管

一

　
村
事
業
振
興
ノ

状
況

一

　
衛
生

一

　
教
育

一

　
民
業
奨
励
及
発
達
ノ

状
況

一

　

民
風
ノ

作
興
改
善
ニ

関
ス

ル

各

般
ノ

施
設
及
状
況

一

　
本
村
ニ

於
ケ
ル

条
例
及
ヒ

規
程

一

　
位
置

本
村
ハ

足
柄
上
郡
ノ

西
南
端
ニ

位
シ

東
南
ハ

岡
本
村
ニ

接
シ

東
北
ハ

福
沢
村

西
北
ハ

北
足
柄
村
ニ

隣
リ
西
南
ハ

明
神
岳
ヲ

〓
シ

テ
足
柄
下
郡
仙
石
原
宮
城

野
ノ

両
村
ニ

接
ス

一

　
沿
革

本
村
ハ

古
ヨ

リ
苅
野
庄
ト

称
シ

足
柄
上
郡
ニ

属
シ

タ
リ
シ

ガ
天
明
明
応
ノ

傾
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相
模
国
ヲ

三
分
シ

西
中
東
ノ

三
郡
ト
ス

ル

ニ

当
リ
西
郡
ニ

属
セ

シ
モ

後
元
和

寛
永
年
旧
ニ

復
ス

其
後
延
享
四
年
ヨ

リ
明
治
元
年
迄
小
田
原
藩
主
大
久
保
氏

ノ

所
領
ナ
リ
シ

カ
〔
延
享
四
年
以
前
ハ

大
森
北
条
大
久
保
阿
部
稲
葉
諸
氏
ノ

所
轄
ニ

属
ス

〕
明
治
元
年
四
月
小
田
原
知
事
ノ

管
ス

ル

所
ト
ナ
リ
シ

カ
同
四

年
七
月
小
田
原
県
ニ

同
年
十
一

月
足
柄
県
ニ

移
リ
同
九
年
四
月
ヨ

リ
神
奈
川

県
ノ

所
属
ト
ナ

リ

一

　

広
袤

本
村
ハ

東
西
弐
里
半
南
北
壱
里
半
ニ

シ

テ
地
勢
三
方
高
ク
山
岳
丘
陵
ヲ

以
テ

繞
ラ
シ

東
南
ノ
一

面
一

帯
ニ

低
下
シ

テ
田
圃
遠
ク
展
開
ス

一

　
区
画

本
村
ハ

分
ケ
テ
九
区
ト
ス

関
本
区
中
沼
区
狩
野
区
飯
沢
区
猿
山
区
雨
坪
区
福

泉
区
弘
西
寺
区
苅
野
区
之
レ

ナ

リ

一

　
役
場
吏
員

村
長
助
役
収
入
役
書
記
四
人
常
設
委
員
五
人
村
医
壱
人
ニ

シ

テ
現
村
長
実
方

徳
三
郎
氏
ハ

明
治
卅
九
年
四
月
就
職
以
来
外
交
ヲ

主
ト
シ

助
役
ハ

総
テ
役
場

事
務
ヲ

鞅
掌
シ

議
員
常
設
委
員
等
挙
ゲ
テ
村
長
助
役
ヲ

補
佐
セ

シ

ヲ

以
テ
村

治
頗
ル

円
満
ニ

進
行
シ

居
レ

リ

一

　
人
情
風
俗

醇
朴
ニ

シ

テ
公
共
心
ニ

富
ミ

共
同
一

致
ノ

美
風
ア
リ
新
事
業
ノ

発
表
ア
ル

ヤ

熱
心
ニ

調
査
講
究
シ

テ
実
行
ヲ

遂
ケ
就
中
青
年
会
員
ノ

如
キ

昨
年
大
洪
水
ノ

際
ハ

協
力
防
禦
ノ

事
ニ

当
リ
又
同
窓
会
員
ハ

学
校
事
業
ニ

熱
心
シ

テ
現
今
学

校
基
本
金
五
千
円
ヲ

蓄
積
ス

ル

ニ

至
リ
シ

ハ

全
ク
同
会
員
ノ

努
力
ニ

基
ク
モ

ノ

ナ

リ

一

　
議
員
選
挙

選
挙
人
ノ

数
ハ

衆
議
院
議
員
百
九
拾
七
人
郡
会
議
員
参
百
廿
六
人
村
会
議
員

四
百
参
拾
五
人
也

元
来
足
柄
上
郡
ハ

選
挙
ノ

度
毎
ニ

激
烈
ナ
ル

競
争
運
動
起
リ
シ

カ
一

昨
年
衆

議
院
議
員
選
挙
ノ

際
大
検
挙
ア
リ
シ

以
来
一

般
ニ

其
非
ヲ

悟
リ
タ
ル

為
メ
一

致
ノ

行
動
ニ

傾
キ
タ
リ
ト
云
フ

一

　
土
地

土
地
々

目
別
反
別
地
価
左
ノ

如
シ

田
弐
百
廿
九
町
八
反
八
畝
九
歩

　
地
価
金
九
万
七
千
四
百
拾
四
円
八
拾

五
銭

畑
百
七
拾
八
町
一

反
九
歩

　
同

　
壱
万
七
千
五
百
八
拾
八
円
四

銭

宅
地
拾
壱
万
八
百
弐
拾
七
坪

　
同

　
参
万
五
千
参
円
六
拾
八
銭

雑
地
千
七
百
廿
四
町
九
反
弐
畝
廿
歩
　
同

　
四
千
七
百
拾
九
円
弐
拾
銭

原
野
千
五
拾
八
町
九
反
拾
歩

　
同

　
参
百
六
拾
弐
円
五
拾
六
銭
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墓
地
五
町
六
畝
七
歩

一

　
産
業
概
況

主
タ
ル

農
産
物
ハ

穀
類
ニ

シ

テ
副
産
物
ト
シ

テ
ハ

煙
草
次
ハ

養
蚕
ナ

リ
其
ノ

種
別
産
額
ヲ

挙
ク
レ

ハ

左
ノ

如
シ

粳
米
　
作
付
反
別
弐
百
六
町
九
反
歩

此
収
穫
高
四
千
百
参
拾
八
石

糯
米
　
作
付
反
別
弐
拾
弐
町
九
反
歩

此
収
穫
高
参
百
参
拾
六
石
四
斗

陸
米
　
作
付
反
別
壱
町
歩

此
収
穫
高
拾
石

大
麦
田
作
付
反
別
参
拾
五
町
五
反
歩

此
収
穫
高
参
百
九
拾
石
五
斗

大
麦
畑
作
付
反
別
拾
町
歩

此
収
穫
高
六
拾
石

裸
麦
田
作
付
反
別
七
拾
参
町
八
反
歩

此
収
穫
高
六
百
六
拾
四
石
弐
斗

小
麦
田
作
付
反
別
拾
八
歩

此
収
穫
高
百
六
拾
弐
石

小
麦
畑
作
付
反
別
百
弐
拾
参
町
歩

此
収
穫
高
弐
百
七
拾
壱
石
四
斗

春
蚕
飼
養
ノ

戸
数
ハ

参
百
八
拾
戸
掃
立
枚
数
ハ

参
百
四
拾
枚
ニ

シ

テ
収
穫
量

参
百
八
拾
壱
石
価
格
金
壱
万
参
千
九
百
弐
拾
円
ニ

達
ス

夏
秋
蚕
ノ

飼
養
戸
数

ハ

参
百
八
拾
弐
戸
掃
立
枚
数
ハ

弐
百
拾
枚
収
穫
高
ハ

八
拾
弐
石
六
斗
此
価
格

弐
千
六
百
弐
拾
円
ニ

達
ス

又
煙
草
耕
作
反
別
ハ

拾
六
町
六
反
九
畝
廿
八
歩
ニ

シ

テ
収
穫
量
八
千
拾
六
貫
九
百
目
此
価
格
金
九
千
百
弐
円
五
銭
柑
橘
反
別
弐

町
歩
収
穫
量
六
百
俵
此
価
格
六
百
六
拾
円
也

一

　
納
税

本
村
ニ

於
ケ
ル

地
租
納
税
人
員
ハ

六
百
九
拾
参
人
地
租
額
六
千
六
百
弐
拾
九

円
四
拾
弐
銭
所
得
税
人
員
ハ

七
拾
六
人
税
額
六
百
八
拾
四
円
六
拾
銭
醤
油
税

納
税
人
拾
四
人
税
額
七
百
五
拾
六
円
三
拾
八
銭
売
薬
税
納
税
人
員
四
人
税
額

弐
拾
壱
円
県
税
納
税
人
員
七
百
拾
参
人
税
額
四
千
九
百
弐
拾
壱
円
卅
三
銭
五

厘
村
税
納
税
人
員
六
百
九
拾
参
人
税
額
六
千
九
百
七
拾
壱
円
壱
銭
九
厘
ナ
リ

本
村
ハ

一

般
ニ

富
祐
ト
云
フ

程
ニ

ア
ラ
ズ

大
字
関
本
ヲ

除
ク
ノ

外
ハ

皆
農
本

位
ニ

テ
関
本
ハ

農
商
相
等
シ

旧
矢
倉
沢
往
還
ナ
ル

ヲ

以
テ
交
通
頻
繁
ナ

リ
而

シ

テ
付
近
村
落
ノ

需
給
ハ

関
本
ヲ

中
心
ト
ス

商
業
機
関
ト
シ

テ
ハ

共
給
株
式

会
社
〔
資
本
金
五
万
円
〕
大
雄
銀
行
〔
資
本
金
拾
万
円
〕
ノ
二

行
ア
リ

本
村
経
済
ハ

年
々

歳
々

膨
脹
シ

ツ
ヽ

ア
ル

モ

平
素
村
長
初
メ

議
員
諸
氏
ハ

青

年
会
員
其
他
ノ

団
体
ニ

気
脈
ヲ

通
シ

万
般
ノ

件
ヲ

討
議
講
究
ス

ル

ヲ

以
テ
随
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テ
村
長
ノ

信
任
厚
ク
誰
壱
人
ト
シ

テ
異
議
ヲ

唱
フ

ル

モ

ナ

ク
諸
税
ノ

如
キ
モ

円
満
ニ

納
税
ス

一

　
事
務
整
理
ノ

状
況

役
場
員
ハ

前
記
ノ

如
ク
村
長
以
下
助
役
収
入
役
各
壱
名
ト
書
記
四
人
ア
リ
村

長
実
方
徳
三
郎
氏
ハ

一

切
ノ

事
務
ヲ

執
ラ
ズ

専
ラ

外
交
ニ

任
シ

助
役
以
下
ハ

事
務
ヲ

分
掌
シ

書
記
一

同
能
ク
助
役
ノ

命
ニ

従
ヒ

整
理
一

般
ニ

行
届
キ
居
レ

リ

一

　
村
有
財
産
ノ

増
殖
及
保
管
ノ

状
況

本
村
ハ

以
前
村
財
産
ト

学
校
基
本
財
産
ト
シ

テ
積
立
ヲ

為
シ

居
リ
タ
ル

モ

中

途
村
財
産
ヲ

積
立
ツ
ル

ノ

必
要
ナ
シ

ト
ノ

議
起
リ
其
財
産
ヲ

学
校
基
本
財
産

ニ

繰
リ
入
レ

現
今
学
校
基
本
財
産
ト
シ

テ
金
四
千
九
百
弐
円
四
銭
ナ
ル

多
額

ノ

積
立
テ
ア
リ
明
治
四
十
一

年
度
ヨ

リ
基
本
財
産
増
殖
ノ
一

法
ト
シ

テ
秋
穫

ノ

際
村
内
一

致
共
同
シ

テ
毎
年
玄
米
五

拾
俵
内
外
ノ

寄
付
ヲ

成
ス

コ

ト
ニ

決

シ

以
後
毎
年
実
行
シ

ツ
ヽ

ア
リ
其
寄
付
方
法
ノ

内
容
ヲ

聞
ク
ニ

最
高
玄
米
参

斗
四
升
最
低
壱
升
弐
合
ニ

シ

テ
其
徴
集
方
法
ハ

南
足
柄
村
小
学
校
同
窓
会
員

カ

期
日
ヲ

定
メ
テ
取
集
メ

校
長
ノ

手
許
ニ

テ
公
売
法
ニ

依
リ
処
分
ス

ト
云
フ

其
売
上
金
ハ

共
給
株
式
会
社
ト
契
約
シ

年
七
分
ノ

利
率
ヲ

以
テ
定
期
預
金
ト

シ

村
長
之
ヲ

保
管
ス

一

　
村
及
小
学
校
基
本
財
産
植
林

村
基
本
財
産
林
　
六
拾
七
町
四
反
七
畝
九
歩
　
天
然
雑
木

小
学
校
樹
栽
林
　
壱
町
四
畝
廿
六
歩

松
四
千
四

百
本

　
杉
参
千
百
本

明
治
卅
八
年
着
手
　
四
拾
弐
年
結
了

△
村
有
基
本
財
産

村
有
山
林
経
常
基
本
金

地
方
改
良
基
金

　

金
壱
千
円

山
林

　
六
拾
七
町
四
反
七
畝
九
歩

　
保
護
義
会
寄
付

　
金
参
百
円

校
舎
建
築
準
備
金

　
金
七
百
円

　
青
年
会
基
金

　
金
壱
百
円

同
分
会
基
金

　
金
壱
百
円

　
神
社
基
金

　
金
五
百
円

△
村
有
小
学
校
基
本
財
産

山

林

　
壱
町
四
畝
廿
六
歩

基
本
金

　
金
参
千
六
百
円

蓄
積
米
積
立
金

　
金
八
百
四
拾
壱
円
八
拾
七
銭

生
徒
報
恩
金

　
金
百
拾
円
拾
銭

寄
付
金
其
他

　
金
参
百
五
拾
円
拾
七
銭

一

　
村
事
業
振
興
ノ

状
況

現
今
村
事
業
振
興
策
ト
シ

テ
特
記
ス

ヘ

キ
モ

ノ

ナ
シ

ト
雖
モ

徐
々

ニ

村
有
山

林
ニ

植
林
ヲ

成
ス

ニ

決
定
シ

居
レ

リ

一

　
衛
生
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衛
生
状
態
ハ

特
ニ

記
ス

ベ

キ
徳
ナ
キ
モ

第
一

隔
離
病
舎
ハ

関
本
ニ

第
二

隔
離

病
舎
ハ

苅
野
ニ

設
ケ
ア
リ

一

　
教
育

教
育
上
ノ

設
備
ト
シ

テ
ハ

尋
常

高
等

小
学
校
ノ

外
ニ

実
業
補
習
学
校
五
校
ア
リ
本

校
ヲ

小
学
校
内
第
一

分
校
ヲ

狩
野
区
第
二

分
校
ヲ

猿
山
第
三
分
校
ヲ

福
沢
第

四
分
校
ヲ

福
泉
第
五
分
校
ヲ

苅
野
ニ

設
置
ス

生
徒
数
ハ

尋
常
高
等
小
学
校
生

徒
尋
常
科
男
三
百
十
一

人
女
二

百
八
十
一

人
高
等
科
男
六
十
弐
人
女
二

十
人

合
計
六
百
七
十
四
人
ニ

シ

テ
昨
年
度
ハ

就
学
歩
合
一

ニ

不
良
ナ

リ
シ

ヲ

以
テ

郡
長
自
身
出
張
督
励
シ

義
務
教
育
ノ

完
了
ヲ

告
ゲ
シ

ム

ル

為
メ

学
童
保
護
義

会
ナ
ル

モ

ノ

ヲ

設
ケ
保
護
救
助
セ

シ

ヲ

以
テ
本
年
度
ハ

就
学
歩
合
百
人
ニ

付

女
九
十
八
人
〇
四
分
男
九
十
九
人
〇
八
分
ノ

成
績
ヲ

得
タ
リ

補
習
学
校
ノ

如
キ
ハ

各
分
校
ト
モ

殆
ン

ド
欠
席
ナ
ク
好
成
績
ヲ

挙
ゲ
居
ル

ハ

偏
ニ

村
長
校
長
等
ノ

熱
心
指
導
セ

ル

ニ

基
ク
モ

ノ

ナ
リ

一

　
民
業
奨
励
及
発
達
ノ

状
況

本
村
水
田
ノ

灌
漑
ハ

全
部
用
水
ナ

リ
田
地
ハ

孰
レ

モ

二

毛
作
ナ
レ

バ

足
柄
上

郡
内
ノ
一

弐
等
地
ニ

位
ス

目
下
耕
地
整
理
ノ

議
起
リ
ツ
ヽ

ア
レ

バ

近
キ
将
来

ニ

ハ

其
ノ

実
行
ヲ

見
ル

ベ

シ

又
柑
橘
類
ノ

植
付
奨
励
サ
レ

居
ル

ガ

桃
ハ

廿
年
以
前
ハ

他
町
村
ニ

供
給
サ
レ

ツ
シ

モ

今
ハ

水
蜜
桃
ニ

圧
倒
セ

ラ
レ

テ

売
行
少
シ

一

　
民
風
作
興
改
善
ニ

関
ス

ル

各
般
ノ

施
設
及
状
況

青
年
会
創
立
以
来
葬
祭
ニ

ハ

一

切
酒
ヲ

用
ヰ
ザ
ル

ニ

決
シ

若
シ

犯
ス

モ

ノ

ハ

青
年
会
ヨ

リ
相
当
ノ

違
約
金
ヲ

徴
セ

ラ
ル

又
青
年
会
員
ハ

毎
夜
一

同
合
宿
シ

酒
色
ニ

耽
ル

者
ニ

対
シ

テ
ハ

会
員
互
ニ

警
メ

過
ナ
キ
ニ

努
ム

尚
其
他
ノ

施
設
方
法
等
ハ

青
年
会
員
ニ

於
テ
講
究
シ

ツ
ヽ

ア
リ

南
足
柄
小
学
校
基
本
財
産
蓄
積
主
意
書

明
治
卅
七
八
年
日
露
ノ

戦
役
ハ

実
ニ

我
国
空
前
ノ

盛
事
ニ

シ

テ
帝
国
陸
海
軍
ノ

威
風
ト

実
力
ト
ハ

是
ニ

因
リ
テ
発
揮
セ

ラ
レ

東
洋
ニ

於
ケ
ル

帝
国
ノ

地
歩
ハ

益

々

強
固
ヲ

加
ヘ

欧
米
先
進
ノ

列
強
モ

親
シ

ク
其
光
輝
ヲ

仰
キ
テ
帝
国
ノ

精
神
ヲ

典
型
タ
ラ
シ

ム

ル

ニ

至
レ

リ
我
国
既
ニ

武
ヲ

以
テ
声
名
ヲ

宇
内
ニ

轟
カ
ス

以
後

益
錬
武
ノ

必
要
ト
共
ニ

国
家
富
強
ノ

基
礎
タ
ル

教
育
ト
実
業
ト
ノ

振
起
興
張
ニ

力
ヲ

致
サ
ザ
ル

ベ

カ
ラ
ス

是
ヲ

以
テ
本
村
ハ

嚮
ニ

ハ

日
露
戦
役
紀
念
ト
シ

テ
有

志
者
ノ

寄
付
ニ

依
リ
テ
山
林
壱
町
四
畝
六
歩
ヲ

購
買
シ

テ
南
足
柄
小
学
校
基
本

財
産
ト
シ

テ
生
徒
ヲ

シ

テ
樹
栽
及
培
養
ノ

任
ニ

当
ラ
シ

メ

採
伐
期
限
ヲ

五
十
年

ト
シ

テ
植
樹
ノ

方
法
ヲ

定
メ

タ
リ

尚
明
治
参
拾
八
年
度
ヨ

リ
同
一

ノ

趣
旨
ト
県
会
ノ

指
定
ト
ニ

準
拠
シ

尋
常
科
並

ニ

高
等
科
卒
業
生
徒
ノ

報
恩
金
ヲ

徴
シ

又
篤
志
者
ヨ

リ
寄
付
セ

ラ
レ

タ
ル

金
員

ヲ

合
セ

テ
確
実
ナ
ル

銀
行
ニ

預
ケ
入
レ

元
利
蓄
積
シ

五
拾
ケ
年
間
利
殖
セ

シ

ム
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ル

事
ニ

決
セ

リ
更
ニ

四
十
一

年
度
ヨ

リ
小
学
校
基
本
財
産
蓄
積
規
程
ニ

定
メ
向

拾
ケ
年
間
村
内
有
志
者
ヨ

リ
秋
穫
際
基
本
財
産
増
殖
ノ
一

法
ト
シ

テ
村
内
一

致

共
同
ノ

上
毎
年
玄
米
五
拾
俵
内
外
ノ

寄
付
ヲ

ナ
ス

事
ニ

決
シ

第
一

回
ハ

既
ニ

結

了
ス

本
村
小
学
校
ハ

村
内
一

般
ノ

賛
同
ヲ

得
テ
此
計
画
ヲ

実
施
セ

リ
将
来
愈
其

歩
ヲ

進
メ
ハ

偉
大
ナ
ル

成
功
ヲ

他
日
ニ

委
ス

ヤ

必
セ

リ
依
テ
寄
付
台
帳
弐
冊
ヲ

製
シ

壱
冊
ハ

当
村
役
場
ニ

壱
冊
ハ

当
村
小
学
校
ニ

保
存
シ

篤
志
者
ノ

寄
付
ニ

依

ル

金
額
氏
名
ヲ

登
録
シ

テ
其
芳
名
ヲ

伝
ヘ

役
場
ニ

於
テ
ハ

村
長
学
校
ニ

於
テ
ハ

学
校
長
永
久
レ

ヲ

保
存
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

右
条
項
因
リ
実
行
候
様
〓
ニ

署
名
捺
印
候
者
也

明
治
四
十
弐
年
壱
月
吉
辰

南
足
柄
小
学
校
基
本
財
産
蓄
積
規
程

第
一

条
　
本
村
ハ

本
条
例
ノ

規
程
ニ

ヨ

リ
明
治
四
拾
壱
年
度
ヨ

リ
明
治
五
拾
年

度
ニ

至
ル

拾
ケ
年
間
小
学
校
基
本
財
産
ヲ

蓄
積
ス

第
弐
条
　
町
村
制
第
八
拾
壱
条
第
弐
項
ニ

掲
ク
ル

モ

ノ
ヽ

他
左
ノ

収
入
ハ

基
本

財
産
ト
シ

テ
蓄
積
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

一

　
基
本
財
産
ヨ

リ
生
ス

ル

収
入

但
四
十
一

年
度
ヨ

リ
蓄
積
金
ノ

利
子

二

　
不
要
品
払
代

三
　
本
村
住
民
中
特
志
ヲ

以
テ
金
円
米
穀
等
任
意
寄
付
ス

ル

モ

ノ

第
三
条
　
前
条
第
弐
項
第
三
項
ノ

収
入
金
額
ノ

参
百
円
ニ

満
タ
サ
ル

ト
キ
ハ

村

費
ヨ

リ
繰
入
レ

参
百
円
ヨ

リ
下
ラ
サ
ル

金
額
ト
ナ
ス

ベ

シ

第
四
条
　
公
債
ヲ

起
ス

場
合
ニ

於
テ
ハ

村
民
ノ

議
決
ヲ

以
テ
其
償
還
ヲ

了
ス

ル

迄
ノ

間
第
弐
条
及
第
三
条
ノ

蓄
積
ヲ

停
止
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
此
ノ

場
合
ニ

於
テ

ハ

其
停
止
年
数
ニ

応
シ

第
一

条
ノ

蓄
積
年
数
ヲ

延
長
ス

第
五
条
　
本
基
本
財
産
ハ

第
一

条
ノ

期
間
修
了
ノ

翌
年
度
ヨ

リ
其
利
子
ヲ

教
育

費
ニ

充
ツ

ル

コ

ト
ヲ

得

第
六
条
　
基
本
財
産
ハ

村
会
ノ

議
決
ニ

ヨ

リ
一

ケ
年
ヲ

越
ヘ

サ
ル

期
間
ヲ

以
テ

確
実
ナ
ル

銀
行
ニ

利
子
預
ケ
ト
シ

村
長
ハ

預
ケ
金
額
相
当
ノ

担
保
ヲ

徴
シ

其

担
保
品
有
価
証
券
ナ
ル

ト
キ
ハ

他
ノ

確
実
ナ
ル

銀
行
ヘ

保
護
預
ケ
ト
ナ
ス

ベ

シ
第
七
条
　
基
本
財
産
蓄
積
ノ

収
支
精
算
ハ

毎
年
度
ニ

於
テ
村
内
ニ

公
告
ス

ベ

シ

第
八
条
　
基
本
財
産
ト
シ

テ
蓄
積
ス

ベ

キ
モ

ノ
ハ

総
テ
予
算
ニ

編
入
ス

ベ

シ

但
米
穀
ハ

相
当
価
格
ヲ

以
テ
売
却
シ

現
金
ヲ

予
算
ニ

編
入
ス

南
足
柄
村
立
小
学
校
樹
栽
地
趣
意
書

明
治
三
拾
七
年
八
月
六
日
文
部
省
訓
令
第
七
号
及
同
月
廿
参
日

神
奈
川
県
令
第

百
拾
七
号
ヲ

以
テ
町
村
立
小
学
校
樹
栽
地
ノ

実
施
ヲ

督
励
セ

ラ
ル

本
村
ハ

此
趣
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意
ヲ

体
シ

且
ツ

時
恰
モ

日
露
戦
役
中
ニ

属
セ

シ

ヲ

以
テ
之
ヲ

紀
念
セ

ン

為
メ

明

治
三
拾
七
年
十
二

月
樹
栽
地
設
定
ノ

協
議
ヲ

ナ
セ

リ
然
レ

ト
モ

本
村
各
区
ニ

於

テ
ハ

多
少
ノ

区
有
不
動
産
ア
リ
ト
雖
モ

町
村
制
施
行
ノ

際
ノ

連
合
村
ニ

係
ル

ヲ

以
テ
村
有
ト
シ

テ
存
ス

ル

モ

ノ

ナ
キ
ヤ

故
ニ

是
カ

地
所
ノ

取
得
上
大
ニ

困
難
ヲ

来
セ

リ
幸
ニ

本
村
有
志
ハ

此
挙
ヲ

賛
シ

特
志
ヲ

以
テ
別
記
ノ

通
リ
寄
付
ヲ

了
セ

リ
依
テ
村
内
多
額
山
林
所
有
地
ニ

就
キ
有
償
提
供
ヲ

求
メ

山
林
壱
町
四
反
弐
畝

拾
六
歩
ヲ

代
金
四
百
弐
拾
円
ヲ

以
テ
買
収
契
約
ヲ

ナ
シ

明
治
四
十
年
十
月
卅
日

売
買
登
記
ヲ

完
了
セ

リ
是
ヨ

リ
先
交
渉
既
ニ

成
レ

ル

ヲ

以
テ
明
治
三
拾
八
年
卅

九
年
四
拾
年
ノ

春
期
ニ

於
テ
松
苗
千
八
百
三
拾
本
杉
参
千
七
拾
本
計
四
千
九
百

本
ヲ

南
足
柄
小
学
校
同
窓
会
員
ノ

特
志
ニ

ヨ

リ
テ
樹
栽
シ

〔
明
治
四
拾
参
年
度

ニ

於
テ
ハ

七
千
本
ニ

達
ス

ル

予
定
〕
小
学
校
児
童
ハ

職
員
指
導
ノ

下
ニ

保
護
手

入
ヲ

ナ
シ

傍
ラ

愛
林
及
勤
勉
ノ

思
想
ヲ

涵
養
シ

樹
栽
ノ

成
蹟
亦
良
ニ

シ

テ
前
途

大
ニ

見
ル

可
キ
モ

ノ

ア
リ
将
来
益
保
護
ヲ

加
ヘ

テ
其
実
績
ヲ

奏
セ

シ

メ
尚
機
ニ

臨
ミ

テ
一

層
ノ

拡
張
ヲ

遂
ケ
小
学
校
基
本
財
産
ノ

大
成
ヲ

期
ス

ベ

キ
ナ
リ

合
段
別
山
林
壱
町
四
畝
廿
六
歩

内

訳

南
足
柄
村
雨
坪
字

柳
平
七
百
十
一

番

段
別
壱
反
九
畝
廿
弐
歩

同

福
泉
字

大
久
保
四
百
三
十
八

番
同

七
段
五
畝
歩

同

所

四
百
三
十
九
番

　
同

壱
反
〇
四
歩

右
基
金
成
立
ノ

趣
意
ヲ

体
シ

確
ク

実
行
ヲ

期
ス

尚
後
ノ

当
局
者
此
ノ

意
ヲ

継
承

ス

可
キ
モ

ノ

ナ
リ
依
テ
署
名
捺
印
候
也

明
治
四
拾
三
年
参
月

南
足
柄
村
学
童
保
護
義
金
設
立
趣
意

国
運
ノ

振
張
ト

宇
内
ノ

大
勢
ト
ハ

教
育
ニ

勧
業
ニ

兵
事
ニ

衛
生
ニ

益
々

改
良
上

進
ヲ

要
求
ス

ル

コ

ト
切
ナ
リ
就
中
普
通
教
育
ノ

普
及
改
進
ノ

必
要
ハ

日
露
戦
役

後
義
務
教
育
延
長
ノ

勅
令
ニ

依
リ
テ
表
明
セ

ラ
レ

爾
来
就
学
督
責
ニ

出
席
ノ

奨

励
ニ

維
ト
日
モ

足
ラ
ズ

ト
雖
モ

家
計
困
難
ニ

シ

テ
其
愛
ス

ベ

キ
児
童
ノ

教
育
ヲ

忽
諸
ニ

付
ス

ル

ニ

忍
ザ
ル

モ

家
業
補
助
ニ

実
業
見
習
或
ハ

自
家
子
守
ニ

他
家
奉

公
ニ

遂
ニ

半
途
退
学
ノ

止
ム

ナ
キ
ニ

至
ル

モ

ノ

ナ
キ
ニ

ア
ラ
ス

生
計
補
助
ノ

為

メ
ニ

ハ

所
謂
背
ニ

腹
ハ

代
ヘ

ラ
レ

ズ

可
憐
ノ

児
童
ヲ

シ

テ
義
務
教
育
ノ

完
了
ヲ

告
ケ
シ

ム

ル

ヲ

得
ザ
ル

ニ

至
ル

モ

ノ

ア
リ

是
ヲ

以
テ
本
村
ハ

明
治
四
十
三
年
度
ヨ

リ
本
義
会
ヲ

設
立
シ

別
紙
規
則
ニ

拠
リ

毎
年
度
定
ム

ル

所
ノ

予
算
ニ

拠
リ
テ
救
助
シ

更
ニ

明
治
四
十
三
年
度
計
剰
余
金

中
弐
百
円
村
会
ノ

議
決
ヲ

経
テ
本
基
金
ニ

編
入
セ

リ
今
後
特
志
者
ノ

寄
付
又
ハ

歳
計
剰
余
ヲ

加
ヘ

漸
次
基
金
ノ

増
殖
ヲ

計
リ
以
テ
本
義
会
ノ

経
費
ハ

基
金
ノ

利

子
ヲ

以
テ
支
弁
ス

ル

ニ

足
ル

ノ

日
ニ

達
セ

ン

コ

ト
ヲ

期
ス

本
義
会
趣
意
及
規
則
ノ

実
行
徹
底
ノ

証
ト
シ

テ
関
係
役
員
一

同
左
ニ

署
名
捺
印
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ス

ル

モ

ノ

也

明
治
四
十
四
年
六
月
三
十
日

南
足
柄
村
戦
役
紀
念
小
学
校
基
本
財
産
蓄
積
及
管
理
規
程

第
一

条
　
本
村
ハ

戦
役
紀
念
ト
シ

テ
明
治
三
十
九
年
ヨ

リ
五
十
年
間
小
学
校
基

本
財
産
ヲ

蓄
積
ス

第
二

条
　
本
規
程
ニ

依
リ
蓄
積
ス

ル

財
産
ハ

之
ヲ

日
露
戦
役
紀
念
小
学
校
基
本

財
産
ト
称
ス

第
三
条
　
基
本
財
産
ト
シ

テ
蓄
積
ス

ル

モ

ノ

左
ノ

如
シ

一

　

小
学
校
卒
業
者
ノ

特
志
ニ

因
ル

報
恩
寄
付
金

尋
常
科
卒
業
者

　
一

人
　
二

十
銭

高
等
科
卒
業
者

　
一

人
　
五
十
銭

二

　
蓄
積
財
産
ノ

利
子

第
四
条
　
基
本
財
産
ノ

蓄
積
ハ

第
一

条
ノ

期
間
内
之
ヲ

停
止
又
ハ

廃
止
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ズ

第
五
条
　
基
本
財
産
ハ

第
一

条
ノ

期
間
終
了
翌
年
度
ヨ

リ
其
利
子
ヲ

教
育
費
ニ

充
ツ

ル

コ

ト
ヲ

得

第
六
条
　
基
本
財
産
ハ

村
会
ノ

議
決
ニ

依
リ
一

ケ
年
ヲ

超
ヱ

ザ
ル

期
間
ヲ

以
テ

確
実
ナ
ル

銀
行
ニ

利
子
預
ケ
ト
為
シ

又
ハ

郵
便
為
替
貯
金
管
理
所
ヘ

預
ケ
入

レ

若
シ

ク
ハ

確
実
ナ
ル

有
価
証
券
ヲ

購
入
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

銀
行
ニ

預
ケ
入
ノ

場
合
ニ

於
テ
村
長
ハ

預
ケ
金
額
相
当
ノ

担
保
ヲ

徴
シ

其
担
保
品
有
価
証
券
ナ

ル

ト
キ
ハ

他
ノ

確
実
ナ
ル

銀
行
ニ

保
護
預
ケ
ト

為
ス

ベ

シ

第
七
条
　
基
本
財
産
ノ

収
支
ハ

預
ケ
入
レ

ノ

場
合
ヲ

除
ク
外
総
テ
歳
入
出
予
算

ニ

編
入
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

足
柄
上
郡
共
和
村
視
察
事
項
概
要

一

　
位

置

足
柄
上
郡
ノ

西
端
ニ

ア

リ
テ
東
南
ハ

川
村
北
ハ

三
保
村
ニ

接
シ

西
ハ

酒
匂
川

ヲ

隔
テ
北
足
柄
村
ニ

接
シ

西
北
ハ

川
西
村
ニ

接
続
ス

一

　
沿

革

本
村
ハ

町
村
制
施
行
前
ハ

皆
瀬
川
村
都
夫
良
野
村
二

ケ
村
ニ

シ

テ
明
治
廿
参

年
自
治
制
施
行
ト
同
時
ニ

共
和
村
ト
ナ
ル

其
当
時
村
長
ハ

井
上
七
三
氏
ニ

シ

テ
明
治
参
拾
壱
年
現
村
長
瀬
戸
駒
吉
氏
就
職
引
続
キ

勤
続
セ

リ

一

　
広
袤
　
南
北
参
拾
丁
　
東
西
弐
拾
五
丁

一

　
地
勢
ハ

四
方
皆
山
嶽
ニ

シ

テ
平
坦
ノ

地
ト
シ

テ
ハ

至
リ
テ
少
ナ
ク
道
路
ハ

総
テ
坂
路
ニ

シ

テ
山
腹
ニ

点
在
セ

ル

茅
舎
ハ

一

部
落
ヲ

ナ
シ

全
村
合
シ

テ
十

部
落
ア
リ

一

　
戸
口

　
戸
数
ハ

全
戸
百
参
拾
五
戸
人
口

八
百
五
拾
四
人
此
内
訳
男
四
百
五
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拾
参
人
女
四
百
〇
壱
人
ナ
リ
本
籍
計
九
百
四
人
此
内
訳
男
四
百
八
拾
参
人
女

四
百
弐
拾
壱
人
其
内
職
業
ヲ

区
別
セ

ハ

農
百
人
工

廿
四
人
商
弐
人
ナ
リ
ト
ス

一

　

役
場
吏
員
　
現
村
長
瀬
戸
駒
吉
氏
ト
助
役
岩
本
房
吉
氏
ノ

両
人
収
入
役
ハ

村
長
兼
任
ニ

シ

テ
書
記
壱
人
モ

ナ
シ

助
役
岩
本
氏
ハ

名
義
丈
ニ

テ
出
勤
セ

ズ

臨
時
出
来
事
ノ

生
シ

タ
ル

際
又
ハ

村
長
他
出
ノ

場
合
ニ

出
勤
ス

ル

位
ニ

シ

テ

総
テ
村
長
壱
人
ニ

テ
執
務
セ

リ
元
来
本
村
少
数
ヨ

リ
成
立
シ

タ
ル

村
ナ
レ

バ

村
民
能
ク
相
和
合
シ
一

村
恰
モ

一

家
ノ

如
ク
吉
凶
禍
福
ヲ

共
ニ

シ

人
情
風
俗

ハ

至
ツ

テ
醇
朴
ニ

シ

テ
協
同
力
ニ

富
ミ

道
路
ノ

修
繕
其
他
ノ

事
業
ニ

於
テ
ハ

其
部
落
自
身
ニ

テ
為
ス

ノ

習
慣
ニ

テ
村
役
場
ニ

於
テ
指
図
ヲ

ナ
ス

コ

ト
ナ
シ

ト
云
フ

一

　
議
員
選
挙

党
派
ノ

関
係
ナ
ク
従
ツ

テ
選
挙
ニ

於
テ
一

致
シ

分
離
ス

ル

コ

ト
ナ
ク
予
選
ノ

候
補
者
ハ

必
ラ
ズ

当
選
ス

ト
云
フ

一

　
土
地
　
地
目
別
反
別
地
価
左
ノ

如
シ

田
　
九
町
九
段
八
畝
廿
九
歩

畑
　
六
拾
七
町
一

段
廿
五
歩

山
林
原
野
　
百
拾
五
町
参
段
参
畝
廿
八
歩

宅
地
　
五
町
五
段
弐
畝
廿
歩

一

　
産
業
概
況

主
要
産
物
ハ

薪
炭
類
ニ

シ

テ
副
産
物
ト
シ

テ
ハ

養
蚕
ナ

リ
其
種
別
産
額
ヲ

挙

ク
レ

ハ

左
ノ

如
シ

一

　
薪

炭
　
価
格
金
六
千
五
百
円

一

　
ミ

ツ
マ

タ

　
金
五

百
六
拾
円

一

　
竹

　
金
四
百
弐
拾
円

一

　

養

蚕

　
金
弐
千
百
六
拾
円

一

　
米

　

産
額
百
六
拾
石

一

　

大

麦

　
同
　
弐
百
四
拾
石

一

　
納

税

本
村
ニ

於
ケ
ル

地
租
納
税
人
員
ハ

弐
百
五
拾
参
人
所
得
税
ハ

拾
人
営
業
税
ハ

弐
人
ナ
リ

一

　
村
ノ

資
力
経
済

本
村
ハ

寒
村
僻
地
ナ
レ

ハ

来
往
ス

ル

モ

ノ

至
リ
テ
少
ナ
ク
土
地
ハ

豊
富
ニ

ア

ラ
ザ
ル

モ

著
敷
貧
富
ノ

差
少
ナ
ク
本
村
経
済
モ

年
々

壱
割
以
上
ノ

増
加
ナ
ル

モ

唯
壱
人
ノ

苦
情
ナ
ク
円
満
ニ

納
税
ス

一

　
明
治
四
十
四
年
度
歳
入
歳
出
予
算
〔
大
要
〕

歳
入
　
金
壱
千
四
百
八
拾
七
円
五
拾
四
銭

歳
出
　
金
壱
千
四
百
八
拾
七
円
五
拾
四
銭

歳

入

金
九
拾
八
円
参
拾
五
銭

　
財
産
ヨ

リ
生
ス

ル

収
入
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金
五
円

　
使
用
料
及
手
数
料

金
拾
円

　
雑

収

入

金
五
円

　
前
年
度
繰
越
金

金
壱
円
九
拾
壱
銭

　
県
補

助

金

金
四
円
五
拾
銭

　
寄

付

金

金
弐
円

　
国
庫
交
付
金

金
拾
円

　
県
交
付
金

金
壱
千
参
百
五
拾
円
七
拾
八
銭

　
村

税

計
金
壱
千
四
百
八
拾
七
円
五
拾
四
銭

歳

出

金
四
百
七
拾
参
円

　
役

場

費

金
弐
拾
七
円
六
拾
銭

　
会

議

費

金
七
百
弐
拾
参
円
参
拾
弐
銭

　
教

育

費

金
九
円
八
拾
銭

　
衛

生

費

金
三
拾
六
円
参
拾
銭

　
諸
税
及
負
担

金
百
九
拾
円

　
財
産
及
管
理
費

金
五
円

　
雑

支

出

金
弐
拾
弐
円
五
拾
壱
銭
七
厘

　
予

備

費

計
金
壱
千
四
百
八
拾
七
円
五

拾
四
銭

一

　
事
務
整
理
ノ

状
況

役
場
吏
員
ハ

前
記
ノ

如
ク
村
長
壱
人
ニ

テ
自
カ

ラ

各
事
務
ヲ

取
扱
ヒ

全
戸
数

百
参
拾
六
戸
ノ

少
数
ナ
ル

ヲ

以
テ
事
務
モ

至
リ
テ
閑
散
ニ

テ
諸
帳
簿
ノ

如
キ

戸
籍
簿
弐
冊
ヲ

有
ス

ル

丈
ニ

テ
他
ノ

諸
帳
簿
ハ

皆
壱
冊
ニ

テ
足
レ

リ
仮
令
少

数
ナ
ル

諸
帳
ナ
ル

モ

村
長
壱
人
ニ

テ
万
端
ノ

事
項
ヲ

取
扱
フ

ハ

容
易
ナ
ラ

サ

ル

モ

三
拾
壱
年
以
来
勤
続
ノ

村
長
ナ
レ

ハ

事
務
ニ

ハ

精
通
シ

且
ツ

勤
勉
家
ナ

ル

ヲ

以
テ
ナ
リ
斯
ク
整
理
行
届
キ
ア
ル

ニ

名
誉
職
名
簿
ノ

調
製
ナ
キ
ハ

遺
憾

ナ

リ

一

　
本
村
ニ

於
ケ
ル

条
例
規
程
中
重
ナ
ル

モ

ノ

ヲ

挙
ク
レ

ハ

左
ノ

如
シ

一

　
反
別
割

二

　
基
本
財
産
蓄
積
条
例

三
　
督
促
手
数
料
条
例

一

　
徴
収
ノ

方
法
及
状
況

税
金
徴
収
ニ

付
テ
ハ

明
治
廿
六
年
頃
迄
ハ

其
部
落
内
ノ

納
税
者
ノ

人
名
ヲ

連

記
シ

部
落
組
長
ニ

告
知
セ

シ

ガ

廿
七
年
ヨ

リ
正
式
ノ

納
税
告
知
書
ヲ

発
シ

タ

ル

モ

切
符
ハ

一

纒
メ
ニ

其
部
落
組
長
ニ

配
付
シ

組
長
ハ

部
落
内
ニ

納
税
額
ヲ

告
ケ
組
長
ハ

取
纒
メ

期
日
前
ニ

完
納
セ

リ
村
長
職
以
来
県
税
ニ

於
テ
金
拾
五

銭
ノ

滞
納
者
ヲ

出
タ
シ

タ
ル

丈
ニ

テ
〔
納
税
本
人
期
日
前
ニ

逃
亡
セ

リ
〕
他

ニ

壱
人
モ

ナ
シ

ト
云
フ
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一

　
財
産
増
殖
及
保
管
ノ

状
況

基
本
財
産
ト
シ

テ
ハ

明
治
弐
拾
七
年
以
前
ハ

更
ニ

積
立
テ
ナ
ク
廿
七
八
年
日

清
戦
役
ノ

際
紀
念
ト
シ

テ
公
債
募
集
ニ

応
シ

基
本
財
産
ト
シ

テ
積
立
テ
タ
ル

ヲ

始
メ

ト
シ

廿
九
年
度
ヨ

リ
歳
入
歳
出
精
算
ノ

残
額
ヲ

基
本
財
産
ニ

編
入
ス

ル

ノ

決
議
ヲ

為
シ

卅
六
年
九
月
十
九
日
基
本
財
産
蓄
積
条
例
ヲ

設
ケ
タ
リ

一

　
村
基
本
財
産
　
現
金
千
弐
百
三
拾
九
円
三
拾
五
銭

二

　
同

　
公
債
　
六
百
五
拾
円

三
　
村

基

本
金
　
山
林
五
町
弐
反
三
セ

拾
五
歩

四
　
学
校
基
本
金
財
産
　
現
金
拾
七
円
六
拾
六
銭

〔
現
金
ハ

川
村
銀
行
ニ

定
期
預
金
公
債
ハ

村
長
之
ヲ

保
管
ス

〕

五
　
学

校
敷
地
　
八
畝
歩

六
　
病

舎
　
弐
反
三
畝
廿
九
歩

皆
瀬
川
共
有
林
弐
百
参
拾
壱
町
弐
反
参
畝
拾
四
歩
原
野
四
拾
八
町
一

反
七
畝

歩
此
内
山
林
五
町
弐
反
三
畝
拾
歩
ハ

村
有
財
産
ノ

内
ヘ

無
償
譲
与
ヲ

受
ケ
本

年
四
町
歩
余
殖
林
ヲ

有
セ

リ
都
夫
良
野
共
有
山
林
九
反
弐
畝
七
歩
原
野
五
反

弐
畝
七
歩
ハ

皆
瀬
川
ノ

例
ニ

倣
ヒ

本
年
度
ニ

於
テ
無
償
譲
与
ヲ

ナ
ス

ト
云
フ

一

　
土
木
衛
生
教
育
勧
業
抔
ハ

特
筆
ス

キ
事
項
ナ
シ

本
村
視
察
中
最
モ

感
シ

タ

ル

ハ

戸
籍
事
務
ノ

内
出
生
又
ハ

戸
籍
上
ニ

異
動
ヲ

生
シ

タ
ル

際
ニ

左
記
ノ

通

リ
伝
票
ノ

如
キ
モ

ノ
ニ

記
入
ヲ

ナ
シ

其
伝
票
ヲ

年
度
別
ニ

シ

又
月
毎
ニ

仕
訳

ケ
男
女
ノ

区
別
ヲ

為
ス

該
伝
票
ハ

戸
籍
ノ

統
計
表
ヲ

作
成
各
徴
兵
壮
丁
者
ヲ

取
調
フ

ル

最
モ

便
方
ナ

リ
ト
云
フ

共
和
村
条
例

第
一

条
　
本
村
内
壱
郡
ノ

特
有
ニ

係
ル

財
産
及
営
造
物
ニ

関
ス

ル

事
務
ノ

為
メ

左
ノ

弐
区
ニ

区
会
ヲ

設
ク

一

　

皆
瀬
川

二
　
都
夫
良
野

第
弐
条
　
区
会
議
員
ノ

定
員
ハ

各
区
八
人
ト
ス

第
三
条
　
区
内
ニ

住
居
ス

ル

村
公
民
ハ

総
テ
選
挙
権
ヲ

有
ス

但
シ

其
公
民
権
ヲ

停
止
セ

ラ
ル

ヽ

モ

ノ

及
町
村
制
第
九
条
第
三
項
ノ

場
合
ニ

当
ル

者
ハ

此
限
リ

ニ

ア
ラ
ズ

内
国
人
ニ

シ

テ
公
民
権
ヲ

有
シ

其
区
ニ

於
テ
直
接
村
税
ヲ

納
ム

ル
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モ

ノ

其
額
区
内
ニ

住
ス

ル

公
民
ノ

其
区
ニ

於
テ
最
多
ク
納
税
ス

ル

三
名
ノ

中

ノ

壱
人
ヨ

リ
モ

多
キ
ト
キ
ハ

区
内
ニ

住
ス

ル

公
民
ニ

在
ラ
ズ

ト
雖
モ

選
挙
権

ヲ

有
ス

但
シ

公
民
権
ヲ

停
止
セ

ラ
ル

ヽ

モ

ノ

及
ヒ

町
村
制
第
九
条
第
三
項
ノ

場
合
ニ

当
ル

モ

ノ
ハ

此
限
ニ

在
ラ
ズ

法
律
ニ

従
テ
設
立
シ

タ
ル

会
社
其
他
法

人
ニ

シ

テ
前
記
ノ

場
合
ニ

当
ル

ト
キ
モ

亦
同
シ

第
四
条
　
選
挙
人
ハ

等
級
ヲ

分
タ
サ
ル

モ

ノ

ト
ス

第
五
条
　
区
会
議
員
タ
ル

コ

ト
ヲ

得
ヘ

キ
モ

ノ
ハ

村
会
議
員
ノ

被
選
権
ヲ

有
シ

其
区
ニ

住
居
ス

ル

モ

ノ
ニ

限
ル

第
六
条
　
区
会
議
員
ハ

名
誉
職
ト
ス

第
七
条
　
第
弐
条
乃
至
第
六
条
ノ

外
町
村
会
ノ

組
織
及
ヒ

選
挙
並
職
務
権
限
及

処
務
規
程
ニ

シ

テ
区
会
ニ

適
用
シ

得
ヘ

キ
モ

ノ
ハ

総
テ
町
村
制
ノ

例
ヲ

適
用

ス

共
和
村
基
本
財
産
蓄
積
条
例

第
一

条
　
本
村
ハ

本
条
例
ノ

規
定
ニ

依
リ
基
本
財
産
ヲ

蓄
積
ス

蓄
積
ス

ヘ

キ
金

額
ハ

其
基
本
財
産
ヨ

リ
生
ス

ル
一

ケ
年
度
ノ

収
入
ヲ

以
テ
本
村
一

ケ
年
度
ノ

経
常
歳
出
ヲ

支
ヘ

得
ル

額
ニ

達
ス

ル

ヲ

以
テ
限
度
ト
ス

第
弐
条
　
基
本
財
産
ヨ

リ
生
ス

ル

収
入
ハ

総
テ
基
本
財
産
ト
シ

テ
蓄
積
ス

ル

モ

ノ
ト
ス

第
三
条
　
前
条
ノ

外
毎
年
度
金
弐
拾
円
以
上
ヲ

基
本
財
産
ト
シ

テ
蓄
積
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
四
条
　
公
債
ヲ

起
ス

場
合
ニ

於
テ
ハ

村
会
ノ

議
決
ヲ

以
テ
其
公
債
償
還
ヲ

了

ス

ル

マ

テ
年
度
間
蓄
積
ヲ

停
止
ス

第
五

条
　
基
本
財
産
ト
シ

テ
蓄
積
ス

ベ

キ
モ

ノ

ハ

総
テ
予
算
ニ

編
入
ス

ベ

シ

第
六
条
　
基
本
財
産
ノ

収
支
精
算
ハ

毎
翌
年
度
ニ

於
テ
之
ヲ

本
村
会
ニ

報
告
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

（「
地
方
改
良
会
書
類
」（
明
治
四
三
―
大
正
九
年
）
大
磯
町
役
場
蔵
）

二

二
一

　
中
郡
大
山
町
戊
申
詔
書
奉
読
式
挙
行
等
関
係

書
類
（
一

－
三

）（一）

第
四
五
四
号

通

牒

明
治
四
十
二

年
十
月
廿
五
日

　
大
山
町
役
場

什

長

殿

本
県
訓
令
第
十
一

号
戊
申
詔
書
奉
読
規
定
第
二

条
ニ

基
キ
来
十
一

月
三
日
ノ

天

長
節
ヲ

期
シ

午
前
十
時
ヨ

リ
大
山
小
学
校
ニ

於
テ
左
記

御
詔
書
奉
読
式
施
行

致
シ

候
条
可
成
一

戸
一

名
ツ
ヽ

ハ

参
列
相
成
候
様
無
洩
一

般
ヘ

通
知
方
御
取
斗
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相
成
度
候
也
　
但
町
会
議
員
各
教
導
職
什
長
等
ハ

参
列
相
成
候
様
致
度
候

一

　

戊
申
詔
書
奉
読
式

右
御
詔
書
対
揚
ニ

関
ス

ル

講
話
等
モ

可
有
之
候

付

記

抑
モ

戊
申
詔
書
御
発
布
ノ

聖
旨
ハ

申
ス

迄
モ

ナ
ク
戦
勝
国
ノ

民
衆
ニ

ア
リ
テ
ハ

其
余
栄
ニ

駆
ラ
レ

動
モ

ス

レ

バ

或
ハ

浮
華
ニ

陥
リ
或
ハ

奢
侈
ニ

流
レ

安
キ
ヲ

以

テ
深
ク
大
御
心
ヲ

傷
マ

サ
セ

賜
ヒ

国
力
増
進
ノ

基
ハ

国
民
自
強
ノ

精
神
ト
其
実

行
ニ

存
シ

而
モ

民
資
充
実
ニ

由
テ
之
レ

ヲ

大
成
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ベ

シ

ト
ノ

義
ニ

外
ナ
ラ
ズ
ト
確
信
ス

夫
此
際
ニ

於
テ
互
ニ

荒
怠
相
戒
メ

以
テ
進
取
経
営
ノ

気
性
ヲ

養
ヒ

民
力
ノ

伸
暢

ト
風
気
ノ

作
興
ト
ヲ

図
リ
信
義
醇
厚
ノ

俗
ヲ

養
ヒ

以
テ
各
自
ノ

品
位
ヲ

進
メ

地

方
産
業
ノ

発
展
ヲ

謀
リ
倚
ヲ

以
テ
国
家
ノ

進
運
ヲ

扶
翼
ス

ル

ハ

聖
詔
ノ

御
趣
意

ノ

万
一

ヲ

対
揚
ス

ル

所
以
ノ
途
ナ
ラ
ン

歟
願
ク
バ

各
自
長
ヘ

ニ

其
効
果
ヲ

挙
ゲ

ラ
レ

ン

コ

ト
ヲ

（二）

第
四
八
二

号

通

牒

明
治
四
十
二

年
十
一

月
十
八
日

　
大
山
町
役
場

什

長

殿

本
月
十
三
日
ノ

夜
報
国
会
開
会
ノ

節
御
協
議
致
シ

置
キ
候
次
第
モ

有
之
候
処
次

テ
十
五
日

付
ヲ

以
テ
其
筋
ヨ

リ
左
記
ノ

通
リ
達
セ

ラ
レ

候
条
各
自
実
行
致
サ
レ

候
様
無
洩
一

般
ヘ

須
知
方
可
然
御
取
斗
相
成
度
候
也

左

記

満
期
兵
退
営
及
新
兵
入
営
ノ

際
華
奢
虚
飾
ノ

送
迎
ヲ

廃
止
ス

ル

ノ

件
ニ

付
テ
ハ

先
年
来
屢
々

通
牒
ニ

及
ビ

尚
本
年
ヨ

リ
ノ

送
迎
ハ

旗
幟
ヲ

樹
ツ

ル

事
ヲ

必
廃
止

ス

ル

旨
先
般
会
同
ノ

節
演
達
ニ

及
ビ

置
キ
候
次
第
モ

ア
リ
タ
ル

ニ

付
一

般
虚
飾

ノ

弊
風
ヲ

除
去
シ

得
ベ

キ
コ

ト
ヽ

相
信
シ

候
ヘ

共
若
シ
一

部
ノ

送
迎
ニ

シ

テ
旗

幟
ヲ

樹
ツ

ル

コ

ト
ア
ラ
ン

カ

其
弊
ヤ

引
テ
他
ノ

町
村
ニ

波
及
可
致
候
間
其
旨
一

般
人
民
ニ

周
知
ノ

上
右
旨
趣
実
行
方
特
ニ

留
意
可
有
之
候

追
テ
在
郷
軍
人
ノ

団
体
旗
ハ

本
文
ノ

限
リ
ニ

無
之
候
ニ

付
此
段
申
添
ヘ

候
也

（三）

第
二

六
号

町
政
上
最
モ

重
ク
且
ツ

須
要
ナ
ル

ハ

納
税
事
務
ノ

整
理
確
実
ナ
ル

ト
其
方
法
ノ

宜
キ
ヲ

得
タ
ル

ニ

如
ク
ハ

ナ
シ

若
シ

夫
レ
一

朝
之
ヲ

紛
乱
セ

ン

カ
町
民
ノ

自
治

政
何
ニ

頼
テ
カ

其
全
キ
ヲ

保
ツ

ヲ

得
ン

ヤ

爰
ニ

戊
申
御
詔
書
ノ

御
趣
意
ヲ

奉
戴

シ

先
ツ

其
端
緒
ト
シ

テ
納
税
貯
金
組
合
ヲ

設
ケ
以
テ
本
月
ヨ

リ
実
行
セ

ン

ト
ス
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諸
君
此
意
ヲ

諒
セ

ラ
レ

凡
ソ

左
ノ

規
約
ニ

基
キ
各
自
御
実
行
ア
ラ
ン

コ

ト
ヲ

乞

フ

納
税
予
納
貯
金
組
合
規
約
標
準

第
一

条
　
本
規
約
ハ

納
税
予
納
組
合
規
約
ト
称
シ

当
大
山
町
役
場
部
内
ニ

居
住

ス

ル

者
ヲ

シ

テ
月
掛
又
ハ

日
掛
方
法
ニ

頼
リ
其
応
分
ニ

貯
金
セ

シ

ム

ル

モ

ノ

ト
ス

第
二

条
　
本
規
約
ハ

旧
来
ノ

組
合
部
落
ヲ

以
テ
一

区
域
ト
シ

毎
月
若
ク
ハ

毎
日

順
次
隔
番
方
法
ニ

依
リ
集
金
シ

銀
行
又
ハ

郵
便
局
ヘ

預
ケ
入
ル

ヽ

モ

ノ

ト
ス

但
組
合
部
落
ノ

情
況
ニ

依
リ
便
宜
ノ

方
法
ニ

倚
ル

ハ

妨
ケ
ナ
シ

第
三
条
　
本
規
約
ハ

組
合
部
落
ノ

情
況
ニ

依
リ
或
ル
一

定
ノ

時
期
ニ

於
テ
集
金

シ

貯
金
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ル

モ

ノ

ト
ス

此
場
合
ニ

於
テ
集
収
シ

タ
ル

金
額
ハ

直

ニ

第
二

条
ノ

手
続
キ
ヲ

履
行
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
四
条
　
本
規
約
ハ

其
組
合
部
落
ノ

情
況
ニ

依
リ
春
夏
両
大
祭
ノ

時
期
ニ

於
テ

適
当
ノ

出
金
ヲ

為
シ

平
素
ノ

積
立
金
ニ

加
ヘ

各
自
一

ケ
年
ノ

負
担
納
額
ニ

充

ツ
ベ

キ
金
額
ヲ

貯
金
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
五
条
　
本
規
約
ハ

互
ニ

私
情
ヲ

捨
テ
能
ク
協
同
一

致
シ

テ
其
積
立
ヲ

励
行
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

但
一

戸
ノ

積
金
月
掛
ハ

毎
月
五

銭
以
上
ト
シ

日
掛
ハ

各
自
ノ

適
宜
ト
ス

以

上

明
治
四
十
三
年
一

月
　
日

　
大
山
町
役
場

（「
回
議
綴
」（
明
治
四
〇
年
―
）
伊
勢
原
市
役
所
蔵
）

二

二
二

　
戊
申
大
詔
紀
念
高
座
郡
相
原
村
勤
倹
貯
蓄
組
合

等
規
約
（
一

－
六

）
（一）

戊
申
大
詔
紀
念
相
原
村
勤
倹
貯
蓄
組
合
規
約

第
一

条
　
本
組
合
ハ

戊
申
ノ

　
聖
詔
ヲ

奉
ジ

勤
勉
ノ

利
潤
ト
節
倹
ノ

余
財
ト
ヲ

貯
蓄
シ

独
立
自
営
ノ

基
礎
ヲ

鞏
固
ニ

シ
一

家
一

郷
ノ

繁
栄
ヲ

計
ル

ヲ

以
テ
目

的
ト
ス

第
二

条
　
本
村
内
ニ

一

戸
ヲ

構
フ

ル

モ

ノ
ハ

最
寄
組
合
ニ

加
入
ス

ル

ノ

義
務
ア

ル

モ

ノ

ト
ス

第
三
条
　
本
組
合
ハ

戊
申
大
詔
紀
念
相
原
村
勤
倹
貯
蓄
組
合
ト
称
シ

左
ノ

六
区

ニ

分
ツ

第
一

区
相
原
上

第
二

区
相
原
下

第
三
区
橋
本

第
四
区
小
山
上

第
五
区
小

山
下

第
六
区
清
兵
衛
新
田

第
四
条
　
組
合
員
ハ

第
一

条
ノ

目
的
ヲ

達
ス

ル

為
メ
左
ノ

各
項
ヲ

遵
守
ス

ル

義

務
ア
ル

モ

ノ

ト
ス

一

　
老
幼
男
女
ノ

別
ナ
ク
時
間
ヲ

徒
費
セ

ザ
ル

コ

ト
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二

　
早
起
夜
業
ハ

必
ズ

励
行
ス

ル

コ

ト

三
　
職
業
ニ

精
励
シ

副
業
増
進
ヲ

計
ル

コ

ト

四
　
吉
凶
相
慶
弔
シ

艱
難
相
済
ヒ

交
誼
ヲ

厚
ク
シ

親
睦
ヲ

主
ト
ス

ベ

シ

五
　
町
村
自
治
ノ

円
満
発
達
ヲ

図
ル

ベ

キ
コ

ト

六
　
分
度
ヲ

守
リ
虚
飾
ヲ

戒
ム

ベ

キ
コ

ト

七
　
公
私
ノ

集
会
ニ

ハ

時
間
ヲ

厳
守
ス

ル

コ

ト

八
　
租
税
公
課
ノ

納
期
ヲ

経
過
セ

シ

メ
ザ
ル

コ

ト
ニ

心
掛
ク
ベ

キ
コ

ト

九
　
衛
生
ヲ

重
ジ

健
康
ヲ

増
進
ス

ベ

キ
コ

ト

十
　
祝
賀
式
ノ

外
可
成
酒
ヲ

用
ヒ

ザ
ル

コ

ト

十
一

　
送
迎
慰
労
会
ニ

ハ

虚
飾
ヲ

避
ク
ベ

キ
コ

ト

十
二

　
村
社
ノ

祭
典
以
外
ニ

村
内
ノ

興
行
ハ

村
会
議
員
及
重
立
者
ノ

承
認
ヲ

得
タ
ル

上
挙
行
ス

ル

コ

ト

第
五
条
　
組
合
員
ハ

左
ノ

種
類
ノ

収
入
ハ

必
ズ

貯
蓄
ス

ベ

キ
モ

ノ

ト
ス

一

　
相
当
ノ

時
機
ニ

於
テ
一

定
ノ

時
間
夜
業
ヲ

ナ
シ

テ
得
タ
ル

モ

ノ

二

　
春
秋
両
季
屑
繭
代
ノ

内
若
干

三
　
米
麦
其
他
ノ

収
穫
時
ニ

於
テ
収
穫
品
ノ

内
若
干

四
　
紙
屑
空
壜
等
ノ

代
金

五
　
塩
水
撰
ニ

依
リ
節
約
シ

得
ベ

キ
麦
籾
ノ

量

六
　
誕
生
髪
置
、

袴
着
、

裳
着
、

婚
嫁
ノ

祝
賀
ヲ

紀
念
セ

ル

為
メ
費
用
ノ

内

若
干

第
六
条
　
組
合
ノ

事
務
ヲ

取
扱
フ

為
メ

組
合
長
一

名
ヲ

置
キ
又
各
区
組
合
員
ノ

互
選
ヲ

以
テ
区
長
一

名
ヲ

置
ク

組
合
長
ハ

区
長
ノ

選
挙
ト
ス

右
役
員
ハ

名
誉

職
ト
シ

其
任
期
ハ

四
ケ
年
ト
シ

満
期
ノ

前
日
改
選
シ

補
欠
ハ

直
ニ

選
挙
ス

ベ

シ
第
七
条
　
積
立
金
ハ

毎
月
一

回
通
帳
ヲ

添
ヘ

区
長
ニ

差
出
ス

ベ

シ

臨
時
ノ

収
入

ニ

属
ス

ル

分
ハ

其
都
度
差
出
シ

又
都
合
ニ

依
リ
自
ラ
預
ケ
入
レ

タ
ル

場
合
ハ

其
金
高
ヲ

区
長
ニ

届
出
ヅ
ベ

シ

第
八
条
　
区
長
ハ

組
合
員
積
立
金
台
帳
ヲ

作
リ
各
口

座
ニ

記
入
シ

毎
月
末
預
入

高
ヲ

組
合
長
ニ

報
告
ス

ベ

シ

第
九
条
　
組
合
長
ハ

貯
金
台
帳
ヲ

備
置
キ
送
付
ヲ

受
ケ
タ
ル

都
度
之
ニ

記
入
シ

毎
年
二

回
一

覧
表
ヲ

作
リ
村
長
ニ

報
告
ス

ベ

シ

第
十
条
　
組
合
員
ハ

区
長
ヲ

補
佐
シ

区
長
ハ

組
合
長
ヲ

補
佐
シ

常
ニ

一

致
協
力

ス

ベ

シ

第
十
一

条
　
積
立
金
ハ

郵
便
貯
管
理
所
ニ

預
入
レ

通
帳
ハ

各
自
之
ヲ

保
管
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
十
二

条
　
積
立
金
ハ

左
ノ

場
合
ノ

外
払
戻
ヲ

ナ
ス

コ

ト
ヲ

得
ズ

一

　

組
合
外
ニ

転
居
シ

タ
ル

ト
キ

二
　
不
慮
ノ

災
害
ヲ

被
リ
タ
ル

ト
キ
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三
　
土
地
ヲ

購
入
ス

ル

ト
キ

四

　
其
他
組
合
長
ニ

於
テ
止
ム

ヲ

得
ズ

ト
認
メ
タ
ル

ト
キ

第
十
三
条
　
積
立
金
多
額
ニ

上
リ
タ
ル

ト
キ
ハ

決
議
ノ

上
産
業
資
金
融
通
ノ

途

ヲ

購
ス

ル

コ

ト
ヲ

得

第
十
四
条
　
組
合
員
ニ

シ

テ
分
度
ヲ

踰
ヘ

驕
者
ヲ

事
ト
シ

業
務
ヲ

曠
庶
ス

ル

モ

ノ
ハ

組
合
長
之
ヲ

戒
飾
シ

努
メ

テ
善
導
シ

反
省
ノ

見
込
ナ
キ
ト
キ
ハ

組
合
員

ノ

決
議
ニ

依
リ
一

切
ノ

交
際
ヲ

絶
ツ

コ

ト
ア
ル

ベ

シ

第
十
五
条
　
各
組
合
ハ

区
長
組
合
長
ニ

対
シ

協
議
上
実
費
又
ハ

報
酬
ヲ

付
ス

ル

コ

ト
ヲ

得付

則

第
十
六
条
　
本
規
約
ノ

前
ヨ

リ
貯
蓄
シ

居
ル

モ

ノ
ハ

此
規
約
ヲ

適
用
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
十
七
条
　
本
規
約
ハ

明
治
四
十
三
年
一

月
一

日
ヨ

リ
施
行
ス

（二）

相
原
村
納
税
組
合
規
約
准
則

第
一

条
　
本
組
合
ハ

納
税
ノ

義
務
ヲ

全
シ

併
テ
納
税
者
各
自
ノ

時
間
ト
手
数
ヲ

省
ク
ヲ

以
テ
目
的
ト
ス

第
二

条
　
本
組
合
ハ

何
々

納
税
組
合
ト
称
シ

何
大
字
〔
小
字
〕
又
ハ

戸
数
凡
ソ

十
戸
内
外
ヲ

以
テ
区
域
ト
ス

第
三
条
　
本
組
合
区
域
内
ニ

於
テ
新
ニ

納
税
義
務
ノ

生
ジ
タ
ル

モ

ノ

ア
ル

ト
キ

ハ

組
合
長
本
組
合
ノ

旨
趣
ヲ

説
明
シ

加
入
セ

シ

ム

ベ

シ

第
四
条
　
本
組
合
ニ

組
合
長
一

人
ヲ

置
キ

組
合
員
中
ヨ

リ
之
ヲ

選
挙
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
五
条
　
組
合
長
ノ

任
期
ハ

二

ケ
年
ト
シ

名
誉
職
ト
ス

但
シ

組
合
員
ノ

協
議
ニ

依
リ
事
務
ニ

相
当
ス

ル

報
酬
又
ハ

実
費
ノ

弁
償
ヲ

ナ
ス

コ

ト
ヲ

得

第
六
条
　
組
合
ハ

組
合
ヲ

組
織
シ

組
合
長
ノ

選
任
ヲ

了
リ
タ
ル

ト
キ
ハ

該
規
約

及
組
長
氏
名
ヲ

村
長
ニ

報
告
ス

ベ

シ

但
シ

更
替
ノ

時
モ

亦
同
ジ

第
七
条
　
組
合
長
ニ

於
テ
納
税
ニ

関
ス

ル

令
書
ヲ

受
ケ
タ
ル

ト
キ
ハ

直
之
ヲ

組

合
員
ニ

配
布
シ

且
ツ

納
税
ノ

期
日
ヲ

誤
ラ
ザ
ル

様
注
意
ス

ベ

シ

組
合
員
前
項
ノ

配
布
ヲ

受
ケ
タ
ル

ト
キ
ハ

速
ニ

納
税
ノ

準
備
ヲ

ナ
シ

毎
納
期

前
日

迄
ニ

必
ズ

組
合
長
ヘ

送
金
ス

ベ

シ

組
合
長
ハ

前
項
ノ

送
金
ヲ

取
纒
メ

之
ヲ

村
役
場
ヘ

納
付
シ

其
領
収
証
書
ハ

各

組
合
員
ニ

送
付
ス

ベ

シ

但
シ

取
纒
メ

タ
ル

税
金
ハ

都
合
ニ

依
リ
組
合
員
ヲ

シ

テ
輪
番
ニ

納
付
セ

シ

ム

ル

コ

ト
ヲ

得

第
八
条
　
組
合
員
中
前
項
ノ

送
金
ヲ

怠
ル

モ

ノ

ア
ル

ト
キ

組
合
長
ハ

懇
篤
示
諭

シ

猶
送
金
セ

ザ
ル

ト
キ
ハ

之
ヲ

村
長
ニ

報
告
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
九
条
　
組
合
長
ハ

毎
年
一

月
組
合
総
会
ヲ

開
キ

前
年
中
ニ

於
ケ
ル

納
税
ノ

成
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蹟
ヲ

報
告
シ

又
必
要
ア
ル

ト
キ
ハ

臨
時
開
会
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
但
シ

総
会
ハ

組

合
員
三
分
ノ
一

以
上
出
席
ス

ル

ニ

ア
ラ
ザ
レ

バ

開
会
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ズ

第
十
条
　
本
組
合
ハ

村
長
ノ

監
督
ヲ

受
ク
ル

モ

ノ

ト
ス

第
十
一

条
　
本
組
合
ニ

於
テ
年
度
内
毎
期
完
納
シ

タ
ル

ト
キ
ハ

組
合
長
ハ

本
組

合
ニ

相
当
ノ

表
彰
方
ヲ

村
長
ニ

申
請
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
十
二

条
　
本
組
合
ハ

時
機
ヲ

計
リ
納
税
準
備
ノ

為
メ

貯
金
ノ

方
法
ヲ

設
ク
ル

モ

ノ

ト
ス

付

則

第
十
三
条
　
本
規
約
ハ

村
長
ノ

承
認
ヲ

経
タ
ル

上
明
治
四
十
三
年
度
ヨ

リ
施
行

ス

第
十
四
条
　
本
組
合
ハ

組
合
総
会
ニ

於
テ
組
合
員
三
分
ノ
二

以
上
ノ

同
意
ヲ

得

且
ツ

村
長
ノ

承
認
ヲ

経
ル

ニ

ア
ラ
ザ
レ

バ

更
正
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ズ

第
十
五
条
　
本
規
約
ノ

旨
趣
ヲ

実
行
ス

ル

タ
メ

組
合
長
左
ノ

署
名
捺
印
ス

（三）

明
治
三
拾
五
年
一

月
爰
ニ

共
進
組
ハ

生
レ

タ
リ
是
即
同
志
ノ

集
合
体
ニ

シ

テ
実

ニ

隣
保
猶
親
厚
ナ
ル

コ

ト
ヲ

表
セ

リ
云
ベ

シ

乍
去
当
組
各
自
十
分
ノ

生
計
ヲ

立

ツ
ル

ノ

外
別
ニ

共
益
ヲ

計
ル

目
的
ナ
レ

バ

始
終
創
設
ノ

時
ヲ

各
自
ニ

於
テ
忘
却

セ

サ
ル

コ

ト
ヲ

期
ス

ベ

シ

然
レ

バ

互
ニ

反
目
争
論
等
ノ

事
ナ
ク
長
日

月
中
欣
喜

親
蜜
ノ

中
ニ

其
利
益
ヲ

受
タ
ル

ヲ

得
ン

是
規
約
ノ

前
文
ニ

掲
ケ
一

同
連
署
以
テ

紀
念
ト
為
ス

所
以
也

明
治
三
拾
五
年
一

月
拾
五
日

高
座
郡
相
原
村
橋
本
共
進
組

共
進
組
規
約
書

第
一

条
　
当
組
ヲ

橋
本
共
進
組
ト
称
ス

第
二

条
　
当
組
合
ハ

畑
地
ヲ

借
受
ケ
桑
園
ト

為
シ

共
同
力
ヲ

以
テ
之
ヲ

成
育
セ

シ

メ

毎
年
之
ヲ

組
合
内
又
ハ

組
合
外
ヘ

売
却
シ

此
収
益
ヲ

以
テ
組
合
ニ

報
酬

ヲ

受
ク
ル

ヲ

目
的
ト
ス

第
三
条
　
当
組
合
ハ

橋
本
横
町
組
ニ

置
キ

組
頭
ノ

当
選
者
ニ

於
テ
其
事
務
ヲ

扱

フ
モ

ノ

ト
ス

第
四
条
　
当
組
合
ノ

存
去
期
間
ハ

設
立
ノ

月
ヨ

リ
十
ケ
年
間
ト
ス

但
シ

組
合
員

協
議
ニ

ヨ

リ

之
ヲ

延
長
ス

ル

コ

ト
ヲ

得

第
五
条
　
当
組
合
ハ

同
志
者
ヲ

以
テ
会
員
ト
シ

途
中
ヨ

リ
入
ル

モ

ノ

又
ハ

退
会

セ

ン

ト
ス

ル

モ

ノ

ア
ル

ト
キ
ハ

組
合
一

同
ノ

協
議
ヲ

以
テ
決
ス

ル

コ

ト

但
シ

代
替
リ
ハ

相
続
人
ニ

引
継
コ

ト

第
六
条
　
当
組
合
ニ

左
ノ

役
員
ヲ

置
ク

組
頭
一

名

世
話
役
三
名

©神奈川県立公文書館



第
七
条
　
組
頭
及
世
話
役
選
挙
ハ

組
合
員
投
票
ヲ

以
テ
之
ヲ

選
挙
ス

其
任
期
ハ

各
弐
ケ
年
ト
ス

第
八
条
　
組
頭
及
世
話
役
ハ

桑
園
設
計
及
耕
作
培
養
等
ニ

注
意
シ

臨
機
組
合
員

ヨ

リ
均
一

ニ

出
業
セ

シ

メ

及
組
合
ニ

係
ル

諸
収
支
ヲ

処
理
ス

ル

事

第
九
条
　
組
頭
報
酬
ト
シ

テ
組
合
ヨ

リ
一

ケ
分
金
壱
円
ヲ

世
話
役
ハ

各
五
拾
銭

ツ
ヽ

贈
ル

コ

ト

但
シ

毎
年
総
会
ノ

ト
キ
加
減
ス

ル

事
ヲ

得

第
拾
条
　
当
組
合
ハ

毎
年
九
月
一

回
組
合
員
総
会
ヲ

開
ク
モ

ノ

ト
ス

但
シ

其
日
時
場
所
ハ

組
頭
ヨ

リ
一

同
ヘ

通
知
ヲ

ナ
ス

コ

ト

第
拾
壱
条
　
総
会
ニ

於
テ
組
頭
ハ

其
年
内
ニ

係
ル

出
勤
簿
及
諸
収
入
諸
支
出
ノ

帳
簿
ヲ

示
シ

理
由
ヲ

説
明
シ

収
支
精
算
報
告
ヲ

ナ
ス

事

第
十
二

条
　
当
組
合
ノ

利
益
金
ハ

左
ノ

割
合
ヲ

以
テ
分
配
ス

但
シ

組
合
員
半
数

以
上
ノ

議
決
ニ

ヨ

ル

一

　
配
当
金

　
何
円

一

　
積
立
金

　
何
円

第
十
三
条
　
明
治
三
拾
五
年
一

月
拾
五
日
当
組
合
規
約
第
十
二

条
利
益
分
配
ノ

方
法
ヲ

尚
利
殖
ス

ル

ヲ

目
的
ト
シ

明
治
四
拾
弐
年
九
月
廿
日
総
会
ニ

於
テ
自

今
組
頭
ノ

名
儀
ヲ

以
テ
左
ノ

如
ク
処
理
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ル

モ

ノ

ト
ス

一

　
郵
便
貯
金
ヲ

ナ
ス

事

一

　

勧
業
債
券
ヲ

買
入
ル

事

一

　

公
債
証
書
ヲ

買
入
ル

事
（四）

福
生
会
規
約

今
般
有
志
者
協
議
之
上
福
生
会
ヲ

設
立
シ

各
家
経
済
基
礎
ヲ

慮
リ
貯
蓄
金
ヲ

ナ

シ

将
来
ノ

幸
福
ヲ

目
的
ト
シ

其
法
方
ヲ

設
ク
ル

コ

ト
左
ニ

第
一

条
　
福
生
会
江

世
話
役
六
名
ヲ

置
キ
内
壱
名
ヲ

専
務
ト
ス

第
二

条
　
福
生
会
年
限
ハ

明
治
四
拾
四
年
九
月
弐
拾
九
日
ヲ

満
会
ト
ス

第
三
条
　
会
日
ハ

毎
月
弐
拾
八
日
ト
ス

尤
二
、

五
、

六
、

十
二

ノ

四
ケ
月
ヲ

除

キ
毎
年
八
会
ト
ス

但
シ

初
会
ハ

大
門
組
合
共
同
食
器
置
場
新
築
費
ト
シ

テ
掛

捨
ト
シ

落
札
金
ハ

後
会
渡
シ

ト
ス

第
四
条
　
鬮
数
ハ

七
拾
六
本
ト
シ

掛
金
ハ

実
掛
ケ
壱
本
ニ

付
弐
拾
銭
売
掛
ケ
ハ

金
弐
拾
三
銭
ト
ス

第
五
条
　
掛
金
ハ

会
日
各
自
当
番
ヘ

持
参
ス

ル

コ

ト

第
六
条
　
当
鬮
者
ハ

抽
籤
ヲ

以
テ
弐
本
当
ト
ス

但
シ

当
籤
ハ

残
リ
鬮
番
ノ

前
後

ヲ

以
テ
当
籤
ト
ス

第
七
条
　
壱
本
ノ

当
リ
金
額
ハ

金
七
円
六
拾
銭
ト
ス

其
後
ハ

其
会
数
ニ

金
三
銭

ツ
ヽ

ヲ

増
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第
八
条
　
会
場
ハ

当
鬮
者
ノ

宅
ヲ

当
番
ト
ス

第
九
条
　
会
場
ハ

各
自
番
俟
ヲ

旨
ト
シ

世
話
役
ハ

当
リ
鬮
ヲ

確
認
シ

及
帳
簿
整

理
ヲ

ナ
シ

即
時
解
散
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

但
シ

時
宜
ニ

ヨ

リ
智
識
交
換
ノ

談
ヲ

ナ
ス

モ

妨
ナ
シ

第
拾
条
　
当
鬮
者
ハ

本
会
ノ

満
期
迄
其
金
額
ヲ

世
話
役
ニ

委
托
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
拾
一

条
　
世
話
役
ハ

掛
金
ヲ

取
扱
及
ヒ

委
托
セ

ラ
レ

タ
ル

金
額
ハ

規
約
貯
金

ト
ナ
シ

毎
会
ノ

翌
日
橋
本
郵
便
局
江
預
入
ル

ヽ

モ

ノ

ト
ス

第
十
二

条
　
規
約
貯
金
通
帳
ハ

各
自
保
管
シ

必
他
人
江

預
ケ
又
ハ

貸
渡
ス

事
ヲ

不
得

第
十
三
条
　
開
会
当
日
ハ

必
通
帳
ヲ

其
席
江
持
参
シ

前
条
ニ

違
背
セ

サ
リ
シ

コ

ト
ヲ

世
話
役
及
各
会
員
ニ

示
ス

ベ

シ

第
十
四
条
　
福
生
会
満
会
之
節
ハ

会
員
一

同
協
議
ノ

上
貯
金
ヲ

継
続
ス

ル

カ
又

ハ

或
ル

事
業
ニ

活
用
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

但
シ

不
止
得
時
機
ニ

至
リ
タ
ル

ト
キ
ハ

悉
皆
貯
金
ヲ

引
出
シ

更
ニ

解
散
ス

ル

コ

ト
ヲ

得

付

則

第
十
五
条
　
会
員
ニ

シ

テ
会
期
中
不
止
得
事
故
出
来
掛
金
ヲ

中
止
ノ

申
込
ア
リ

タ
ル

ト
キ
ハ

是
迄
掛
来
リ
タ
ル

金
額
ハ

満
会
ノ

節
計
算
相
渡
ス

モ

ノ

ト
ス

但

シ

掛
金
中
止
ノ

申
込
ニ

対
シ

テ
ハ

会
員
過
半
数
事
実
不
止
得
ト

認
タ
ル

后
ニ

ア
ラ
ザ
レ

バ

是
ニ

応
ズ
ル

コ

ト
ヲ

得
ズ

第
十
六
条
　
会
期
中
持
鬮
ヲ

他
ニ

売
渡
サ
ン

ト
ス

ル

者
ハ

必
会
員
中
江
相
談
ヲ

ナ
シ

若
買
受
人
ナ
キ
ト
キ
ハ

会
員
外
ヘ

売
渡
ス

モ

妨
ナ
シ

明
治
参
拾
九
年
拾
壱
月
起
会

世
話
役
　
井

上

常

吉

〃

　
安

室

健
太
郎

〃

　
阿

部

仙
治
郎

〃

　
小

林

勘

助

〃

　
安

室

繁
太
郎

規
約
貯
金
代
表
者
　
専
務

〃

　
吉

川

唯
治
郎

（五）

勤
倹
労
働
貯
金
組
合
規
約

第
一

条
　
本
組
合
ハ

組
合
員
ノ

資
力
ヲ

増
シ

其
福
祉
ヲ

増
進
ス

ル

為
メ
平
素
業

務
ニ

精
励
シ

倹
素
ヲ

旨
ト
シ

金
品
ノ

貯
蓄
ヲ

実
行
シ

兼
テ
堅
実
ナ
ル

民
風
ヲ

養
成
ス

ル

ヲ

以
テ
目
的
ト
ス

第
二

条
　
本
組
合
ハ

第
一

条
ノ

旨
趣
ヲ

実
行
ス

ル

為
メ
相
原
村
字
何
々

ノ

内
組
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